様式第7号（第7条関係）
興指第　　号
補助金等交付決定通知書

(補助事業者等)
　　年　　月　　日申請の　　　　　事業(事務)に対し、金　　　　　円を補助します。ただし、次の事項を守らなければなりません。
　　　 年　　月　　日
興部町長　　　　　　　　　㊞

1　この補助金の交付の対象となる事業及び経費並びに補助金の額は、次のとおりです。
	補 助 対 象 事 業
	補 助 対 象 経 費
	補　助　金　の　額

	
	                    円
	　　　　　　　　　　円


2　補助対象経費の配分を変更するときは、町長の承認を受けなければなりません。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
（1）
（2）
3　補助対象事業の内容を変更するときは、町長の承認を受けなければなりません。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
（1）
（2）
4　補助対象事業の執行を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、町長の承認を受けなければなりません。
5　補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければなりません。
6　この補助金の交付の決定後における事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあります。
7　補助対象事業が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業等実績報告書を町長に提出しなければなりません。
8　補助事業等の円滑な執行を図るため、補助事業等の遂行状況について報告を求め、又は立ち入り検査等をすることがあります。
9　次の各号のいずれかに該当するときは、この補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずることがあります。補助金の額の確定があった後においても、また同様とします。
（1） この補助金を他の用途に使用したとき。
（2） 補助対象事業の執行に関し、この補助金の交付の決定の内容又はこれに付
した条件をその他法令等若しくはこれに基づく町長の処分に違反したとき。
（3） 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
10　前項の規定による処分に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令
に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額）につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を町に納付しなければならない。
11　補助金の返還が命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額（その一部を納付しなかった場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額）につき10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　課　担当）

注1　助成金、奨励金等の場合は、この様式中「補助します」とあるのは「交付します」と、「補助金」とあるのは、「助成金(奨励金等)」と、「補助対象事業(経費)」とあるのは、「助成(奨励等)対象事業(経費)」とそれぞれ書き換えて使用すること。
2　第1項の表示は、次によること。
（1）補助対象事業の名称、補助対象経費の額及び補助金の額は、必ず記載す　　るものとし、必要に応じ、当該事業を遂行すべき期間(期限)その他交付　　の決定内容を記載すること。
（2）補助対象経費及び補助金の額につき、費目別に明らかにする必要がある
場合は、当該欄を費目別に区分して使用して差し支えないものであるこ
と。
　 3　第2項及び第3項の各号は、事業ごとに定めて記載すること。
　 4　第1項において補助対象事業を遂行すべき期間(期限)を定めた場合は、第
5項を次のように変更して記載すること。
　 　5  補助対象事業が期間内(期限まで)に完了しないとき又はその遂行が困難
となったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければなりま
せん。
　 5　補助対象事業が建設工事である場合は、第5項の次につぎの事項を加え、
第6項以降を順次繰り下げること。
　6　補助対象事業に係る建設工事が完了したときは、速やかに工事完成届を
町長に提出しなければならない。
6　補助対象事業が財産の取得等である場合は、第8項の次に次の事項を加え、
第9項以降を順次繰り下げること。
　　　9　補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを処分するときは、町長の承認をうけなければならない。ただし、興部町補助金交付規則第6条第2項の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りではありません。
(1) 　不動産
(2) 　重要な動産で、町長が指定するもの
(3) 　前2号に掲げるものの従物
(4) 　機械及び重要な器具で、町長が指定するもの
(5) 　その他町長が指定するもの
　　7　補助対象事業の遂行が翌年度にわたるものである場合は、第6項の最後に　　　「会計年度が終了した場合も、同様とします。」を加えること。
　　8　第8項は、当該補助金が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第4項に規定する間接補助金である場合は、付けないものであること。
　　9　この様式中の条件は、基本的なものを定めたものであり、前各号のほか、必要に応じ、条件を付加して差し支えないものであること。
